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総合評価落札方式について

総合評価とは

・価格と併せて価格以外の要素（技術力、地域性など）を総合的に評価し、

本市にとって最も有利なものをもって申し込みをした者を落札者とする方式

・岡山市では許容価格１億円以上の工事で実施

＜評価方法（特別簡易型の場合）＞

総合評価点＝（技術評価点÷入札価格）×１００，０００，０００（１億）

技術評価点・・・加算点（技術資料等に基づき各評価項目を点数化

した得点の合計点）＋標準点（１００点）

2



自己採点方式とは

市が求める技術評価における評価項目（同種工事の施工実績、工事
成績等）について、入札参加者自らが採点した自己採点表を提出

市は自己採点と入札価格等により算出された総合評価点が最も高い
入札参加者を確認対象者とし、確認対象者は技術資料等を提出

落札決定

市が技術資料等をもとに確認対象者の自己採点を確認
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現在 A社 B社 C社

開札

落札決定

入札参加者全員の技術資料等を審査
落札候補決定

〇資料提出（郵送）
・技術資料等
・入札価格詳細内訳書

〇応札（電子入札システム）
・入札書
・入札価格内訳書
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自己採点方式
（特別簡易型
のみ実施）

A社 B社 C社

開札

落札決定

自己採点表を基に算定した総合評価点が最も
高い入札者を確認対象者とする

・確認対象者のみ技術資料提出

・市でも技術資料等に基づき採点。最終的な評価結果を算
定し、総合評価点を確認

落札候補者決定

〇資料提出（郵送）
・自己採点表
・入札価格詳細内訳書

〇応札（電子入札システム）
・入札書
・入札価格内訳書
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自己採点方式の流れ

①入札公告

・市HPに掲載されている入札公告から自己採点表等を取得

・開札日の前日までに電子入札システムで「入札価格内訳書」を

添付して入札金額を登録

・開札日の前日までに「自己採点表」と「入札価格詳細内訳書」を

岡山大供郵便局に郵送

※期限までに自己採点表の提出がない場合は無効となります。

②開札

金入り設計書公開
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③積算疑義

開札から２日後までに申立てを行う

④確認対象者決定

・自己採点と入札価格で総合評価点を算出

⇒ 第１順位者を確認対象者とする

・確認対象者は期限までに「技術資料等」と「参加資格確認書類」を提出

※低入札価格調査基準を下回っている場合

「理由書」及び入札価格詳細内訳書において、自ら施工する部分を

除く下請、資材購入等に係る「見積書の写し」も提出
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⑤技術資料の審査・評価結果の確認

提出された技術資料を基に自己採点を審査し、評価結果を算定

自己採点＞市の採点 ⇒ 市の採点

自己採点＜市の採点 ⇒ 自己採点

⇒※（資料２）自己採点表（採点例）参照

※評価結果で算定すると第１順位者が入れ替わる場合

新たに総合評価点が１位となる者を確認対象者とし、 「技術資料等」

「参加資格確認書類」等を提出してもらい審査する。

（以後、総合評価点が最も高い者を確認できるまで繰り返す。）

評価結果
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⑥参加資格の確認

「参加資格確認書類」を基に参加資格を満たしているか確認、

落札候補者とする。

⑦低入札価格調査（※該当の場合のみ）

「入札価格詳細内訳書」、「理由書」、「見積書の写し」等で落札者と

するかどうかヒアリング等により審査

⑧落札決定

内部手続きを経て落札決定



自己採点表記入時の注意事項
※（資料３）自己採点表（記入例）参照

〇「入札者名」と「自己採点」のみ記入してください。

（ただし、小計や合計の記入は不要。）

〇自己採点表を入札者と異なる名前で提出した場合は無効。

〇複数の自己採点表が提出された場合、合計の値が最も低い

自己採点表を確認の対象とします。

〇自己採点欄に２つ以上の数字が記載されていた場合、最も低い値

を採用します。

〇自己採点欄が空白の場合、その項目は０点とします。

〇数値が判読できない場合、その項目は０点とします。

〇工事成績評定点の平均点の端数処理は小数点以下切り捨て。
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